
前橋市職員の分限処分に関する取扱要綱 

 

                          平成２２年９月２４日伺定め 

 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２８条第３項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降

給（以下「分限処分」という。）を行う場合において、別に定めがあるもののほ

か、分限事由に該当する可能性がある場合の標準的な対応措置等に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 （対象職員等） 

第２条 この要綱の対象となる職員は、次の各号のいずれかの場合に該当する職員と

する。 

 (1) 勤務実績不良な場合 

 (2) 心身の故障のため職務の遂行に支障等がある場合 

 (3) 適格性欠如の場合 

 (4) 第１２条第１項の規定に基づく受診命令に違反した場合 

 (5) 行方不明の場合 

２ 前項各号のいずれかに該当し、対応措置が必要となる事実の例は、別表のとおり

とする。 

   第２章 勤務実績不良職員及び適格性欠如職員に対する対応措置 

 （所属長による対応措置） 

第３条 所属長は、当該職員が前条第１項第１号又は第３号に該当するときは、勤務

成績の評定等その他分限事由に該当する具体的な事例・客観的な事実に基づき、当

該職員に対し、注意、助言及び指導を行うほか、必要に応じ、担当業務の見直し、

研修の受講、職場における支援体制の構築その他の改善を図るための対応措置を講

じなければならない。 

 （対応措置等の記録等） 

第４条 所属長は、前条の規定により、注意、助言及び指導その他の対応措置を講じ

たときは、その内容及び対応措置を講ずる前後の当該職員の状況について、行動観

察記録・対応状況記録票（様式第１号）に記録するとともに、当該職員の勤務実績

不良の状況・問題行動を示す資料があるときは、当該資料の収集を行うものとす

る。 

 （所属長の報告） 



第５条 所属長は、前条の規定により記録した行動観察記録・対応状況記録票及び収

集した資料を人事担当課長（市長部局、水道局、消防局及び教育委員会その他の行

政委員会における人事担当の所属長をいう。以下同じ。）に提出し、当該職員の状

況を報告しなければならない。 

 （人事担当課長による事実確認） 

第６条 人事担当課長は、前条の規定による報告があったときは、当該職員と面談を

行い、勤務実績不良又は適格性欠如の内容について、事実確認を行うものとする。 

２ 人事担当課長は、前項の面談のほか、必要に応じて、当該所属長及び当該所属の

同僚職員等から聴取り等を行い、事実確認を行うものとする。 

 （警告書の交付） 

第７条 任命権者は、前条の規定により人事担当課長が行った事実確認の結果、勤務

実績不良又は適格性欠如のため必要があると認められる場合は、法第２８条第１項

又は前橋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和２８年条例第１８

号。）第５条若しくは第６条の規定に基づく分限処分の可能性がある旨を記載した

警告書（様式第２号）を当該職員に対し交付し、改善を求めるものとする。 

２ 前項の規定により警告書の交付を受けた職員は、文書の提出により、当該警告書

に対する弁明を行うことができる。 

 （警告書の交付後の観察） 

第８条 所属長及び人事担当課長は、任命権者による警告書の交付後、当該職員の状

況が改善されているかどうか、継続して注意深く観察し、及び確認するものとし、

必要に応じて、当該職員に対し、指導等を行うものとする。 

２ 所属長は、任命権者による警告書の交付後における当該職員の状況について、引

き続き、行動観察記録・対応状況記録票に記録しなければならない。 

 （分限処分の検討） 

第９条 任命権者は、第３条から前条までに規定する対応措置を講じたにもかかわら

ず、警告書の交付から６か月が経過しても当該職員の状況の改善が見られないと判

断する場合は、前橋市職員の行政処分審査委員会に対し、当該職員の分限処分につ

いて諮問するものとする。 

   第３章 心身の故障のため職務の遂行に支障等がある職員に対する対応措置 

 （所属長の対応措置） 

第１０条 所属長は、当該職員が第２条第１項第２号に該当すると認められるとき

は、その者の心身の故障の状況等を綿密に把握し、行動観察記録・対応状況記録票

により、遅滞なく人事担当課長に報告しなければならない。 

 （人事担当課長の対応措置） 

第１１条 人事担当課長は、前条の規定による報告があったときは、必要に応じて、



当該職員若しくはその家族等と面談等を行い、又は主治医等に連絡し、状況の把握

に努めなければならない。 

 （受診命令等） 

第１２条 任命権者は、当該職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、法第２８

条第１項第２号に該当するか否かを確認するため、受診命令書（様式第３号）によ

り、任命権者が指定する医師２人に受診することを職務命令として命ずるものとす

る。 

 (1) 前条の規定により人事担当課長が状況を把握した結果、法第２８条第１項第２

号に該当する可能性が高いと認められるとき。 

 (2) 勤務実績不良又は適格性欠如の例に該当する場合で、その問題行動が心身の故

障に起因すると思われるため、人事担当課長が医師の受診を勧めたにもかかわ

らず、これに従わないとき。 

２ 任命権者は、前項の規定により受診命令を受けた職員が正当な理由がないのにこ

れに従わない場合は、法第２８条第１項第３号に該当するものとして、前橋市職員

の行政処分審査委員会に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。 

 （診断結果に基づく措置等） 

第１３条 任命権者は、当該職員が前条第１項の規定に基づき受診した結果、任命権

者が指定した２人の医師から、将来的に回復の可能性がないため、又は病気休職の

期間中には回復の見込みが乏しく長期の療養を要するため、職務の遂行には支障が

あり、又はこれに堪えない旨の診断がなされた場合は、前橋市職員の行政処分審査

委員会に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。 

２ 人事担当課長は、当該職員が前条第１項の規定に基づき受診した結果、任命権者

が指定した２人の医師のうち少なくとも１人から、前項に規定する診断と異なり、

回復を示唆する診断がなされた場合は、当該医師から今後の回復の可能性（回復ま

でに要する期間、治療方法等）について教示を受け、当該職員本人及びその家族並

びに当該職員の所属長と連携しながら、状況の改善に努めるものとする。 

３ 任命権者は、当該職員が前項の規定に基づき職務に復帰した後、１年以内に、再

び同様の疾病のため病気休職となった場合は、前橋市職員の行政処分審査委員会に

対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。 

   第４章 行方不明の場合の対応措置 

 （所属長の対応措置） 

第１４条 所属長は、当該職員の行方不明の事実が判明した場合は、速やかに人事担

当課長に報告するものとする。 

 （分限処分の検討） 

第１５条 任命権者は、当該職員が行方不明となった後、１か月を経過しても行方が



判明しない場合は、職場への復帰が見込まれないものと推定して、前橋市職員の行

政処分審査委員会に対し、当該職員の分限免職処分について諮問するものとする。 

   第５章 分限処分の実施 

第１６条 任命権者は、分限処分を実施する場合におけるその内容については、前橋

市職員の行政処分審査委員会の答申の内容を尊重して、決定するものとする。 

   第６章 雑則 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、分限処分に関し必要な事項は、別に定め

る。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年５月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年７月７日から施行する。 



別表（第２条関係） 
 

分限処分の事由に該当し、対応措置が必要となる事実の例 

勤務実績不良 初歩的な業務上のミスを繰り返し、業務の成果物又は処理数が

職員の一般的な水準と比べて著しく劣る。 

所定の業務の処理を行わず、又は上司への報告、相談等を怠る

等独断で業務を行う。 

担当業務を処理することができず、常に上司その他の職員等か

らの支援を必要とする。 

正当な理由がないのに業務の処理に係る期限を守らず、又はそ

の業務を行わない。 

遅刻又は欠勤を繰り返し、出勤状況が悪い（事前に所属に連絡

がある場合を含む。）。 

勤務時間中に無断で頻繁に自席を離れ、又は業務外の電話若し

くは電子メール・インターネットに興じるなど職務に専念しな

い。 

勤務成績の評定等において、連続して最低ランクの評価をされ

るなど改善の努力が見られない。 

心身の故障 ３年間の病気休職の期間（復職後６か月以内（前橋市職員の勤

務時間、休暇等に関する規則（平成７年前橋市規則第２５号）

別表第２に定める疾病による病気休職にあっては、復職後９０

日以内）に再び同様の疾病のため病気休職となった場合は、復

職前の期間を通算する。）が満了するにもかかわらず、病状が

回復せず、今後も職務の遂行に支障がある。 

病気休職中であるが、心肺機能停止後こん睡状態や脳死状態で

あるなど、今後回復して就労が可能となる見込みがない。 

５年にわたり病気休暇と病気休職を繰り返し、それらの累計が

３年を超えることとなるが、症状が回復せず、職務の遂行に支

障がある。 

適格性欠如 上司その他の職員等に対する暴力、暴言、ひぼう又は中傷を行

う。 

 上司その他の職員等又は市民等との対応において、もめごとを

繰り返す。 

  他者とのもめごとにより、当該職員本人の業務の停滞だけでな



く、他の職員の業務の遂行にも悪影響を及ぼしている。 

 粗暴な言動により、他者ともめごとを繰り返す。 

 公務員として必要な適格性・品位・社会的信頼に対し、疑問を 

 抱かせるような問題行動を繰り返す。 

 上司等からの指導に対し、反抗的な態度を示し、反省又は改善

の行動が見受けられず、同じようなことを繰り返す。 

 懲戒処分を受けた者がその後３年以内に非違行為（交通法規違

反、管理監督責任及び軽過失によるものを除く。）を行った。 

受診命令違反 心身の故障のため職務の遂行に支障等がある場合又は勤務実績

不良若しくは適格性欠如に該当する者で、その問題行動が心身

の故障に起因するものと思われる場合であって、任命権者が指

定した医師への受診命令に従わない。 

行方不明 水難、火災その他の災害によるもののほか、当該職員と連絡が

取れず、１か月以上にわたり行方不明である。 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

行動観察記録・対応状況記録票 

 

 （対象者） 

 所属・職名              
 

 氏   名              

 

 （記録者） 

 所属・職名              
 

 氏   名            ○印  

 

 【記録日】 

      年  月  日（ ）    ： 

 【対象者の言動等、具体的事実】 

 

 

 

 

 【対象者への指導、注意、支援策等】 

 

 

 

 

 【指導等を行った後の対象者の反応、態度等】 

 

 

 

 

 

 注１ この様式は、原則として所属長が記入すること。 

  ２ 対象者の言動等については、できるだけ詳細に記入すること。 

  ３ 参考となる資料等がある場合は、当該資料等の写しを添付すること。 



様式第２号（第７条関係） 

 

警   告   書 

 

 所属・職名              
 

 氏   名              

 

  あなたには、下記のとおり、勤務実績不良又は適格性欠如の事実が認められま

すので、その改善を求めます。 

  今後、改善が見られない場合は、地方公務員法第２８条第１項又は前橋市職員の

分限に関する手続及び効果に関する条例第５条若しくは第６条の規定に基づき、

分限処分となる可能性があります。 

記 

 （勤務実績不良又は適格性欠如が認められる具体的事実） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 注 あなたは、文書の提出により、この警告書に対する弁明を行うことができま

す。 

 

年  月  日 

                          任 命 権 者 □印    



様式第３号（第１２条関係） 

 

受 診 命 令 書 

 

 

 所属・職名              
 

 氏   名              

 

  あなたに対し、    年  月  日までに次の指定医師２人の診断を受ける

よう命じます。 

  これは、地方公務員法第２８条第１項第２号に該当する可能性があるか否かを確

認することを目的とするものです。 

 

 指定医師１                           

 （病院名及び所在地） 

 

 指定医師２                           

 （病院名及び所在地） 

 

 

 

 注 正当な理由がないのに、この受診命令に従わない場合は、地方公務員法第２８

条第１項第３号の規定に基づく分限処分の対象となります。 

 

 

 

 

       年  月  日 

                          任 命 権 者 □印    

 


